
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
九
八

改
正
後
欄

終
り
か
ら五
前
各
号

前
三
号

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
五
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
七
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
一
六
番
一
号

日
本
ハ
ネ
ウ
ェ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
邉

弘
之

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
百
九
十
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
桜
木
町
一
丁
目
一
番
七
号

ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
み
な
と
み
ら
い
一
〇
階一

株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
部
一
男

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
十
八
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

神
奈
川
県
三
浦
市
南
下
浦
町
上
宮
田
五
一
九
番
地

有
限
会
社
西
﨑
商
店

代
表
取
締
役

西
﨑

則
雄

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
百
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

京
都
市
下
京
区
万
寿
寺
通
寺
町
西
入
植
松
町
七
三

六
番
地

有
限
会
社
萬
善

取
締
役

松
田

義
教

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
百
二
十
三
万
九
千
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
一
億
六
千
二
百
六
十
三
万
九
千
円
減

少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
三
千
八
百
五
十
万
円
と
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
六
日

掲
載
頁

一
三
五
頁
（
号
外
第
一
二
五
号
）

令
和
七
年
六
月
十
七
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
〇
番
八
号

株
式
会
社
Ａ
ｒ
ｉ
ｉ

代
表
取
締
役

新
井

貴
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

仙
台
市
若
林
区
鶴
代
町
六
番
七
七
号

株
式
会
社
こ
だ
ま

代
表
取
締
役

児
玉

康

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
株
券
を
発
行
す
る
旨
の
定

め
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。な

お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
一
日
で
す
。
同

日
付
で
当
社
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

山
形
県
山
形
市
蔵
王
温
泉
二
二
九
番
地

蔵
王
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
株
式
会
社

取
締
役
社
長

大
木

剛
裕

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
一
五
番
三
三
号

日
本
フ
ァ
ブ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
楯

伸
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

鳥
取
県
米
子
市
昭
和
町
二
五
番
地

美
保
テ
ク
ノ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

野
津

健
市

株
式
併
合
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
二
百
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
十
日
で
あ
り
、

同
日
に
お
け
る
発
行
可
能
株
式
総
数
は
五
万
株
と
な
り
ま

す
。令

和
七
年
六
月
十
七
日

千
葉
県
香
取
市
小
見
川
五
五
八
三
番
地
二

株
式
会
社
ケ
イ
・
エ
ス
・
エ
ム
・
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

清
水

義
昭

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
二
千
四
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｕ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
九
日
（
号
外
第
一
二
六
号
）
掲
載
の
有

限
会
社
小
林
工
業
所
に
係
る
解
散
公
告
中
、「
新
潟
市
西
蒲

原
区
今
井
七
五
三
番
地
」
と
あ
る
は
「
新
潟
市
西
蒲
区
今

井
七
五
三
番
地
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

扱

店

令
和
七
年
五
月
三
十
日
（
号
外
第
百
十
九
号
）
公
布
国

土
交
通
省
令
第
六
十
一
号
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
及
び

船
舶
自
動
化
設
備
特
殊
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
一
二
七
号
）

令
和
七
年
六
月
十
七
日

岐
阜
市
三
歳
町
三
丁
目
三
番
地

天
一
株
式
会
社

代
表
取
締
役

安
藤
安
芸
夫
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